
JP 2012-123320 A 2012.6.28

10

(57)【要約】
【課題】簡単かつ確実にレンズの光軸位置調整を行うこ
とが可能なレンズ調整機構を提供する。
【解決手段】レンズを固定的に保持するレンズ保持枠を
、支持筒に対して光軸方向に位置調整可能に支持させる
レンズ調整機構において、周方向位置及び光軸方向の面
位置が異なる複数の位置決め面と該複数の位置決め面に
選択的に当接可能な当接部とからなり、位置決め面と当
接部の当接によって支持筒に対するレンズ保持枠の光軸
方向位置を決める選択調整部；複数の位置決め面に対応
する周方向間隔の複数の指標凹部と該複数の指標凹部に
選択的に嵌合可能な指標凸部とからなり、指標凹部に対
する指標凸部の選択嵌合によって当接部の当接対象とな
る位置決め面を決める選択嵌合指標部；をレンズ保持枠
と支持筒の間に備えた。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
レンズを固定的に保持するレンズ保持枠を、支持筒に対して光軸方向に位置調整可能に支
持させるレンズ調整機構において、
　上記レンズ保持枠と上記支持筒の間に、
　光軸を中心とする周方向位置及び光軸方向の面位置を互いに異ならせた複数の位置決め
面と、該複数の位置決め面に選択的に当接可能な当接部とからなり、該当接によって上記
支持筒に対する上記レンズ保持枠の光軸方向位置を決める選択調整部；及び
　上記複数の位置決め面に対応する周方向間隔の複数の指標凹部と、該複数の指標凹部に
選択的に嵌合可能な指標凸部とからなり、該選択嵌合によって上記当接部が当接する上記
位置決め面を決める選択嵌合指標部；
を備えたことを特徴とするレンズ調整機構。
【請求項２】
請求項１記載のレンズ調整機構において、上記複数の位置決め面と上記複数の指標凹部が
上記レンズ保持枠と上記支持筒の一方に設けられ、上記当接部と上記指標凸部が上記レン
ズ保持枠と上記支持筒の他方に設けられていることを特徴とするレンズ調整機構。
【請求項３】
請求項２記載のレンズ調整機構において、上記支持筒の内側に設けられ光軸方向へ厚みを
有する内径フランジと、上記レンズ保持枠の外径方向に突出して上記内径フランジと光軸
方向に対向する外径フランジを有し、
　上記複数の指標凹部は上記内径フランジの内縁に臨む凹部として形成され、上記複数の
位置決め面は上記内径フランジ上の凹部の底面として形成されており、
　上記指標凸部は、上記外径フランジの外周面から外径方向に突出する凸部として形成さ
れ、上記当接部は、上記外径フランジにおける内径フランジとの対向面から光軸方向に突
出する凸部として形成されていることを特徴とするレンズ調整機構。
【請求項４】
請求項３記載のレンズ調整機構において、
　上記支持筒の内径フランジの内縁に臨む凹部として形成された接着剤注入凹部；及び
　上記選択嵌合指標部の嵌合状態で上記接着剤注入凹部に進入する、上記外径フランジの
一部をなしその外周面上に凹凸形状を有する接着片部；
からなり、上記複数の位置決め面のいずれに上記当接部が当接するときも上記接着剤注入
凹部と上記接着片部の間に接着剤を注入可能な隙間を形成する接着固定部を備えることを
特徴とするレンズ調整機構。
【請求項５】
請求項４記載のレンズ調整機構において、上記複数の位置決め面と上記複数の指標凹部と
上記接着剤注入凹部を構成する上記内径フランジ上の凹部は、互いに連通していることを
特徴とするレンズ調整機構。
【請求項６】
請求項４または５記載のレンズ調整機構において、上記選択調整部と上記選択嵌合指標部
と上記接着固定部は、光軸を中心とする略同一円周上に位置することを特徴とするレンズ
調整機構。
【請求項７】
請求項３ないし６のいずれか１項記載のレンズ調整機構において、上記支持筒の内径フラ
ンジの上記複数の指標凹部に隣接する位置に、指標凹部ごとに異なる形状の選択識別マー
クを有することを特徴とするレンズ調整機構。
【請求項８】
請求項１ないし７のいずれか１項記載のレンズ調整機構において、上記選択調整部と上記
選択嵌合指標部はそれぞれ、周方向に略等間隔で３セット設けられていることを特徴とす
るレンズ調整機構。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レンズの光軸方向位置を調整する機構に関する。
【背景技術】
【０００２】
　カメラなどの撮像装置で光学系を構成するレンズ（群）の光軸方向位置を調整可能な調
整機構として、ねじ機構を用いたものが知られている。ねじ機構は、無段階の調整が可能
である反面、調整の手間がかかるという問題がある。特許文献１では、光軸方向位置を異
ならせた段差状をなす複数の調整面を支持筒に形成し、これらの調整面に対して択一的に
当接する当接面をレンズ保持枠に設け、支持筒に対するレンズ保持枠の回転方向位置を変
えることによって、当接面の当接対象となる調整面を変化させてレンズ保持枠の光軸方向
位置を調整させている。調整面を段階的に形成することで、調整量の選択、設定が容易に
なっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－４９５９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１のようなレンズ調整機構で実際に調整作業を行う場合、作業性の観点から、
当接面の当接対象としていずれの調整面を選択しているかを容易に認識できることが望ま
しい。また、ねじ機構は、螺合させることで光軸方向のみならず光軸直交方向の位置も定
めて保持する作用があるのに対し、特許文献１のレンズ調整機構における当接面と調整面
の当接関係は、光軸直交方向の位置を定めるものでなく、支持筒に対するレンズ保持枠の
保持を別途考慮する必要がある。本発明は、これらの問題を解決し、簡単かつ確実にレン
ズの光軸位置調整を行うことが可能なレンズ調整機構を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、レンズを固定的に保持するレンズ保持枠を、支持筒に対して光軸方向に位置
調整可能に支持させるレンズ調整機構において、レンズ保持枠と支持筒の間に、光軸を中
心とする周方向位置及び光軸方向の面位置を互いに異ならせた複数の位置決め面と、該複
数の位置決め面に選択的に当接可能な当接部とからなり、該当接によって支持筒に対する
レンズ保持枠の光軸方向位置を決める選択調整部；及び、複数の位置決め面に対応する周
方向間隔の複数の指標凹部と、該複数の指標凹部に選択的に嵌合可能な指標凸部とからな
り、該選択嵌合によって当接部が当接する位置決め面を決める選択嵌合指標部；を備えた
ことを特徴としている。
【０００６】
　選択調整部と選択嵌合指標部の構成要素のいずれをレンズ保持枠と支持筒に設けるかは
任意に設定可能であるが、例えば、レンズ保持枠と支持筒の一方に複数の位置決め面と複
数の指標凹部を設け、他方に当接部と指標凸部を設けるとよい。
【０００７】
　支持筒の内側に光軸方向へ厚みを有する内径フランジを設け、レンズ保持枠に外径方向
に突出する外径フランジを設け、この内径フランジと外径フランジの対向部分に、レンズ
調整機構を構成する以上の要素を形成することが好ましい。具体的には、支持筒の内径フ
ランジの内縁に臨む凹部として複数の指標凹部を形成し、内径フランジ上の凹部の底面と
して複数の位置決め面を形成する一方、レンズ保持枠の外径フランジの外周面から外径方
向に突出する凸部として指標凸部を形成し、外径フランジにおける内径フランジとの対向
面から光軸方向に突出する凸部として当接部を形成するとよい。
【０００８】
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　レンズ保持枠の外径フランジと支持筒の内径フランジにはさらに、互いを接着固定する
ための接着固定部を設けることが好ましい。接着固定部は、支持筒の内径フランジの内縁
に臨む凹部として形成された接着剤注入凹部と、レンズ保持枠の外径フランジの一部をな
しその外周面上に凹凸形状を有する接着片部とで構成され、選択嵌合指標部の嵌合状態で
接着片部が接着剤注入凹部に進入する。接着剤注入凹部と接着片部の間には、複数の位置
決め面のいずれに対して当接部が当接する状態でも、接着剤を注入可能な隙間が形成され
る。
【０００９】
　複数の位置決め面と複数の指標凹部と接着剤注入凹部を構成する内径フランジ上の凹部
は、互いに連通していることが好ましい。
【００１０】
　選択調整部と選択嵌合指標部と接着固定部は、光軸を中心とする略同一円周上に配置さ
れることが好ましい。
【００１１】
　さらに、支持筒の内径フランジ上で複数の指標凹部に隣接する位置に、指標凹部ごとに
異なる形状の選択識別マークを形成することで、調整作業時の識別性が向上する。
【００１２】
　支持筒とレンズ保持枠には、レンズ調整機構を構成する要素を複数設けることが好まし
い。具体的には、選択調整部と選択嵌合指標部をそれぞれ周方向に略等間隔で３セット（
３箇所ずつ）設けることで、支持筒に対してレンズ保持枠を安定して支持させることがで
きる。また、支持筒に対するレンズ保持枠の組付位置が、ひとつの光軸方向位置ごとに３
つの中から選択可能になるため、部品の製造誤差などに対する許容度が高くなる。
【発明の効果】
【００１３】
　以上の本発明によれば、支持筒とレンズ保持枠に、互いの光軸方向位置を決める選択調
整部に加えて、この選択調整部を構成する複数の位置決め面と当接面に対応する位置関係
にあって選択的に嵌合される複数の指標凹部と指標凸部からなる選択嵌合指標部を備えた
ため、どの光軸方向位置を選択しているかを容易に認識することができる。また、光軸方
向の位置決めに際して指標凹部と指標凸部が嵌合するため、支持筒とレンズ保持枠の間で
、相対回転や相対回転以外の光軸直交方向の相対移動が規制され、光軸直交面内での支持
筒とレンズ保持枠の相対位置も安定する。したがって、レンズの位置調整を従来よりも簡
単かつ確実に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明を適用したレンズ調整機構を備えたレンズ保持構造の分解斜視図である。
【図２】同レンズ保持構造の組立状態の側断面図である。
【図３】レンズ保持枠を光軸方向前方から見た図である。
【図４】レンズ保持枠を光軸方向後方から見た図である。
【図５】支持筒を光軸方向前方から見た図である。
【図６】選択指標部の第２指標凹部に対して指標凸部を嵌合させてレンズ保持枠を組み付
けた状態の支持筒を光軸方向前方から見た図である。
【図７】図６の組付状態におけるレンズ保持枠の位置決め凸部と支持筒の位置調整段部の
関係を示す、光軸直交方向の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１及び図２に示すように、本実施形態のレンズ保持構造は、第１レンズＬ１と第２レ
ンズＬ２で構成されるレンズ群ＬＧをレンズ保持枠１０に固定的に支持させ、このレンズ
保持枠１０を支持筒２０に組み付けた構造となっている。第１レンズＬ１と第２レンズＬ
２の間にはスペーサー１１が挟まれる。支持筒２０は、多段繰出式のレンズ鏡筒の一部を
なす外観筒を構成しており、レンズ群ＬＧは、レンズ鏡筒における撮像光学系の構成レン
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ズ群のうち最も前方（被写体側）のレンズ群である。以下の説明における周方向とは、レ
ンズ群ＬＧの光軸Ｏを中心とするものである。
【００１６】
　レンズ保持枠１０は、レンズ群ＬＧの光軸Ｏを略中心とする環状をなし第１レンズＬ１
と第２レンズＬ２を外囲する保持環部１２を有し、この保持環部１２の前端部付近に、外
径方向へ突出する外径フランジ１３が形成されている。外径フランジ１３は、光軸方向に
所定の肉厚を有する環状枠部であり、光軸Ｏに対して略直交する前面１４及び後面１５と
、前面１４と後面１５の外縁部を接続し光軸Ｏを略中心とする円筒状をなす外周面１６を
有している。
【００１７】
　外径フランジ１３の外周面１６上には、該外周面１６からさらに外径方向へ突出する指
標凸部（選択嵌合指標部）１７が、周方向に略等間隔で３つ設けられている。３つの指標
凸部１７の形状及び大きさは共通しており、個々の指標凸部１７は径方向の突出端部が半
円状に形成されている。図３に示すように、３つの指標凸部１７のうち一つは、光軸方向
前方に向く面（外径フランジ１３の前面１４に続く面）に、位相識別マーク１７ａを有し
ている。
【００１８】
　外径フランジ１３の外周面１６上には、３つの指標凸部１７と周方向位置を異ならせて
、接着片部（接着固定部）１８が３箇所形成されている。それぞれの接着片部１８は外径
フランジ１３の一部として構成されており、この接着片部１８では、外径フランジ１３の
外周面１６上に５つの円弧状断面凹部とその間の山部（凸部）からなる凹凸形状が形成さ
れている。
【００１９】
　図４に示すように、外径フランジ１３の後面１５には、指標凸部１７及び接着片部１８
と異なる周方向位置に、光軸方向後方に突出する３つの位置決め凸部（選択調整部、当接
部）１９が設けられている。図７に示すように、個々の位置決め凸部１９は部分球形状に
形成されており、外径フランジ１３の後面１５からの光軸方向後方への突出量は、３つの
位置決め凸部１９の全てで共通している。
【００２０】
　以上のように、レンズ保持枠１０の外径フランジ１３には、指標凸部１７、接着片部１
８及び位置決め凸部１９がそれぞれ３つ（３セット）形成されている。３つの指標凸部１
７、３箇所の接着片部１８、３つの位置決め凸部１９は、いずれも周方向へ略等間隔（１
２０°等配）で設けられている。さらに、図４から分かるように、個々の指標凸部１７、
接着片部１８、位置決め凸部１９の周方向位置も互いに相違しており、レンズ保持枠１０
（外径フランジ１３）における特定の周方向位置には、指標凸部１７、接着片部１８及び
位置決め凸部１９のいずれか一つのみが存在する。
【００２１】
　レンズ保持枠１０が組み付けられる支持筒２０は、光軸Ｏを中心とする筒状部２１の内
側に、内径方向に突出する内径フランジ２２を有する。内径フランジ２２は、光軸方向に
所定の厚みを有する環状枠部であり、その中央には光軸方向へ貫通する円形開口２３が形
成されている。レンズ保持枠１０の保持環部１２は、この円形開口２３を通過可能な径で
ある。一方、レンズ保持枠１０の外径フランジ１３は円形開口２３よりも大径であり、保
持環部１２を円形開口２３に挿入させた状態で、外径フランジ１３と内径フランジ２２が
光軸方向に対向する。内径フランジ２２の前面には、外径フランジ１３と対向する領域に
、指標凹部群（選択嵌合指標部）２４、接着剤注入凹部（接着固定部）２５、位置調整段
部（選択調整部）２６が、それぞれ３つずつ（３セット）形成されている。
【００２２】
　レンズ保持枠１０側に設けた指標凸部１７と、支持筒２０側に設けた指標凹部群２４が
、支持筒２０に対するレンズ保持枠１０の組み付け角を決める選択嵌合指標部を構成する
。図５及び図６に示すように、３つの指標凹部群２４はそれぞれ、内径フランジ２２の前
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面に円形開口２３側（内縁側）に開放（連通）させて形成した、第１指標凹部２４ａ、第
２指標凹部２４ｂ及び第３指標凹部２４ｃの３つの凹部により構成されている。つまり、
内径フランジ２２上で指標凹部群２４を構成する凹部は３種類（２４ａ、２４ｂ、２４ｃ
）を３つずつ（３セット）の計９つあり、レンズ保持枠１０に設けた３つの指標凸部１７
を、このうちいずれか１種類（３つ）の凹部に対して選択的に嵌合させることができる。
より具体的には、３つの第１指標凹部２４ａと、３つの第２指標凹部２４ｂと、３つの第
３指標凹部２４ｃはいずれも周方向に略等間隔（１２０°間隔）で設けられており、レン
ズ保持枠１０は支持筒２０に対して、３つの指標凸部１７が３つの第１指標凹部２４ａに
嵌合する第１の組付角度、３つの指標凸部１７が３つの第２指標凹部２４ｂに嵌合する第
２の組付角度（図６）、３つの指標凸部１７が３つの第３指標凹部２４ｃに嵌合する第３
の組付角度のいずれかを選択することができる。内径フランジ２２の前面にはさらに、第
２指標凹部２４ｂと第３指標凹部２４ｃの外径側に隣接して、選択識別マーク２７、２８
が形成されている。選択識別マーク２７は単一のドット状、選択識別マーク２８は径方向
に２つ並ぶドット状に構成されている。選択識別マーク２７、２８を参照することにより
、各指標凸部１７の嵌合対象が３つの指標凹部２４ａ、２４ｂ及び２４ｃのいずれである
か、すなわちレンズ保持枠１０が支持筒２０に対する３つの組付角度のいずれにあるかを
容易に識別可能となっている。
【００２３】
　レンズ保持枠１０側に設けた接着片部１８と、支持筒２０側に設けた接着剤注入凹部２
５が、レンズ保持枠１０と支持筒２０を接着固定させる接着剤３０（図２）を注入可能な
接着固定部を構成する。３つの接着剤注入凹部２５は、内径フランジ２２の前面に周方向
に略等間隔（１２０°等配）で設けられた周方向に長い凹部であり、それぞれの接着剤注
入凹部２５は円形開口２３側（内縁側）に開放（連通）されている。レンズ保持枠１０の
３つの指標凸部１７を３つの指標凹部群２４（３つの第１指標凹部２４ａ、３つの第２指
標凹部２４ｂ、３つの第３指標凹部２４ｃのいずれか）に嵌合させたときに、該レンズ保
持枠１０に３箇所設けた接着片部１８が、それぞれ対応する接着剤注入凹部２５に対向（
進入）して位置される。この対向状態で、接着剤注入凹部２５と接着片部１８の間には接
着剤を注入可能な隙間が形成される。指標凸部１７の嵌合対象として第１指標凹部２４ａ
、第２指標凹部２４ｂ、第３指標凹部２４ｃのいずれを選択するかによって、支持筒２０
に対するレンズ保持枠１０の組付角度が変化するが、そのいずれを選択しても、各接着片
部１８が対応する接着剤注入凹部２５からの対向位置を外れないように、接着片部１８と
接着剤注入凹部２５の周方向長さ及び相対位置が設定されている。そして、図２に示すよ
うに、接着片部１８と接着剤注入凹部２５の間に注入した接着剤３０によって、レンズ保
持枠１０を支持筒２０に固定することができる。それぞれの接着片部１８の外縁部におけ
る凹凸形状は、接着面積を増やし接着強度を高める効果を有する。
【００２４】
　レンズ保持枠１０側に設けた位置決め凸部１９と、支持筒２０側に設けた位置調整段部
２６が、支持筒２０に対するレンズ保持枠１０の光軸方向位置を決める選択調整部を構成
する。３つの位置調整段部２６はそれぞれ、光軸方向に位置を異ならせた３つの段差面を
備えている。この３つの段差面のうち、後方位置決め面２６ａは最も光軸方向後方に位置
しており、中間位置決め面２６ｂは光軸方向の中間位置にあり、前方位置決め面２６ｃは
最も光軸方向前方に位置している。具体的には、図５に示すように、内径フランジ２２の
前面には、周方向位置を異ならせてそれぞれ３つずつ（３セット）の指標凹部群２４、接
着剤注入凹部２５、位置調整段部２６が形成されているが、これらは全て、光軸方向を深
さ方向とする一続きの凹部として形成されている。そして、指標凹部群２４を構成する各
指標凹部２４ａ、２４ｂ及び２４ｃの底面と、接着剤注入凹部２５の底面と、位置調整段
部２６のうち中間位置決め面２６ｂは略面一の関係にある（同一の光軸方向位置にある）
。後方位置決め面２６ａは、中間位置決め面２６ｂに対して光軸方向後方にオフセットし
た深度の大きい凹部として形成され、前方位置決め面２６ｃは、中間位置決め面２６ｂに
対して光軸方向前方にオフセットした深度の小さい凹部（中間位置決め面２６ｂを基準に
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すると凸部）として形成されている。後方位置決め面２６ａ、中間位置決め面２６ｂ及び
前方位置決め面２６ｃはいずれも光軸Ｏに対して略直交する平面である。
【００２５】
　３つの後方位置決め面２６ａ、３つの中間位置決め面２６ｂ、３つの前方位置決め面２
６ｃはいずれも、周方向に略等間隔（１２０°等配）で設けられている。指標凸部１７を
第１指標凹部２４ａに嵌合させる上記の第１の組付角度では、レンズ保持枠１０に設けた
３つの位置決め凸部１９は、支持筒２０側の３つの後方位置決め面２６ａに対応（対向）
する位置関係にある。同様に、指標凸部１７を第２指標凹部２４ｂに嵌合させる上記の第
２の組付角度では、レンズ保持枠１０の３つの位置決め凸部１９は、支持筒２０側の３つ
の中間位置決め面２６ｂに対応（対向）して位置し、指標凸部１７を第３指標凹部２４ｃ
に嵌合させる上記の第３の組付角度では、レンズ保持枠１０の３つの位置決め凸部１９は
支持筒２０側の３つの前方位置決め面２６ｃに対応（対向）して位置する。そして、それ
ぞれの位置決め凸部１９が、後方位置決め面２６ａ、中間位置決め面２６ｂ及び前方位置
決め面２６ｃのいずれかに当接することで、支持筒２０に対するレンズ保持枠１０の光軸
方向位置が決まる。図７に示すように、位置決め凸部１９が中間位置決め面２６ｂに当接
する状態をレンズ保持枠１０（レンズ群ＬＧ）の光軸方向の中間位置とした場合、位置決
め凸部１９が後方位置決め面２６ａに当接するときは、レンズ保持枠１０（レンズ群ＬＧ
）が該中間位置よりも後方（像面側）に位置し、位置決め凸部１９が前方位置決め面２６
ｃに当接するときは、レンズ保持枠１０（レンズ群ＬＧ）が該中間位置よりも前方（被写
体側）に位置する。つまり、指標凸部１７の嵌合対象を、指標凹部群２４における第１指
標凹部２４ａ、第２指標凹部２４ｂ、第３指標凹部２４ｃから任意に選択することにより
、位置決め凸部１９の当接対象を後方位置決め面２６ａ、中間位置決め面２６ｂ、前方位
置決め面２６ｃのいずれかに決めることができ、これによって支持筒２０に対するレンズ
保持枠１０の光軸方向位置（厳密には、光軸方向後方への挿入移動端）を変化させること
ができる。
【００２６】
　なお、位置調整段部２６に対して位置決め凸部１９を当接させるとき、その当接対象と
して３種類の位置決め面２６ａ、２６ｂ及び２６ｃのいずれを選択しても、位置決め凸部
１９と位置調整段部２６の当接よりも先に指標凸部１７と指標凹部群２４の底面や、接着
片部１８と接着剤注入凹部２５の底面が当接（干渉）しないように、これらの間には光軸
方向に所定のクリアランスが確保されている。より詳しくは、３種類の位置決め面２６ａ
、２６ｂ及び２６ｃのうち後方位置決め面２６ａに対して位置決め凸部１９を当接させる
ときに外径フランジ１３と内径フランジ２２が最も光軸方向に接近するが、このときに、
指標凸部１７と指標凹部群２４の底面、接着片部１８と接着剤注入凹部２５の底面が当接
しないようにそれぞれのクリアランスが設定されている。本実施形態では、位置調整段部
２６の中間位置決め面２６ｂが指標凹部群２４及び接着剤注入凹部２５の底面と略面一に
なっているが、後方位置決め面２６ａを指標凹部群２４及び接着剤注入凹部２５の底面と
略面一に位置させれば、上記のクリアランスは大きくなる。このような変形も可能である
。
【００２７】
　以上のレンズ保持構造における組み付けの態様を説明する。まず、レンズ保持枠１０の
保持環部１２内に、スペーサー１１を挟んで第１レンズＬ１と第２レンズＬ２を保持させ
ておく。続いて、保持環部１２の後端部を円形開口２３内に挿入させて、光軸方向前方か
ら後方に向けてレンズ保持枠１０を支持筒２０に組み付けていく。ここで、レンズ保持枠
１０に設けた３つの指標凸部１７の嵌合対象を、第１指標凹部２４ａ、第２指標凹部２４
ｂ及び第３指標凹部２４ｃの中から選択する。前述の通り、指標凸部１７を第１指標凹部
２４ａに嵌合させる第１の組付角度では、位置決め凸部１９と後方位置決め面２６ａの当
接によってレンズ保持枠１０の光軸方向位置が決まる。同様に、指標凸部１７を第２指標
凹部２４ｂに嵌合させる第２の組付角度では、位置決め凸部１９と中間位置決め面２６ｂ
の当接によってレンズ保持枠１０の光軸方向位置が決まり、指標凸部１７を第３指標凹部
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２４ｃに嵌合させる第３の組付角度では、位置決め凸部１９と前方位置決め面２６ｃの当
接によってレンズ保持枠１０の光軸方向位置が決まる。この３パターンのうち最適な光学
性能が得られる組付位置を選択したら、接着剤注入凹部２５と接着片部１８の間に接着剤
３０（図２）を注入してレンズ保持枠１０を支持筒２０に固定させる。
【００２８】
　このレンズ保持構造によると、３種類の位置決め面２６ａ、２６ｂ及び２６ｃに対して
選択的に位置決め凸部１９を当接させることで支持筒２０に対するレンズ保持枠１０の光
軸方向位置が決まる。そして、位置決め凸部１９の当接対象の選択は、指標凹部群２４を
構成する３種類の指標凹部２４ａ、２４ｂ及び２４ｃと指標凸部１７との嵌合によるステ
ップワイズな組付位置設定で行うことができるため、ねじのような無段階の調整機構に比
して調整作業が容易である。指標凹部２４ａ、２４ｂ及び２４ｃに対して指標凸部１７を
選択的に嵌合させた状態では、レンズ保持枠１０に対して回転方向や回転方向以外の光軸
直交方向の力を加えても、当該嵌合部分によって支持筒２０に対するレンズ保持枠１０の
相対移動が規制されるため、位置決め凸部１９と位置調整段部２６（位置決め面２６ａ、
２６ｂ及び２６ｃのうちいずれか）の当接関係がずれてしまうおそれがない。
【００２９】
　また、指標凹部群２４における３種類の指標凹部２４ａ、２４ｂ及び２４ｃの識別を容
易にする選択識別マーク２７、２８を設けたことで、支持筒２０に対するレンズ保持枠１
０の組付角度の選択を誤るおそれが軽減される。特に、選択識別マーク２７、２８を構成
するドットの数がレンズ保持枠１０の光軸方向位置に対応しており、ドット数０（指標凹
部２４ａ）が最も光軸方向後方、ドット数１（指標凹部２４ｂ）が中間位置、ドット数２
（指標凹部２４ｃ）が最も光軸方向前方のレンズ位置を意味するため、指標凸部１７を嵌
合させるべき対象を直感的に選択することができる。
【００３０】
　また、レンズ保持枠１０と支持筒２０のそれぞれで、レンズ群ＬＧの位置調整に関係す
る各要素が、スペース効率良く生産性に優れた形態で設けられている。レンズ保持枠１０
においては、指標凸部１７と位置決め凸部１９が外径フランジ１３からの突出部として構
成され、接着片部１８が外径フランジ１３の外周面１６上の凹部を用いて構成されている
ため、レンズ保持枠１０を成形品として製造する場合に、これらの要素をシンプルな成形
型で容易に形成することができる。また、前述の通り、支持筒２０における指標凹部群２
４と接着剤注入凹部２５と位置調整段部２６は、内径フランジ２２の前面における一続き
の凹部として構成されているため、支持筒２０を成形品とする場合、前方へ離型される成
形型によって容易に形成することができる。
【００３１】
　周方向の隣接関係にある各１つの指標凸部１７、接着片部１８及び位置決め凸部１９を
、レンズ保持枠１０側における１セットの組付部とし、周方向の隣接関係にある各１つの
指標凹部群２４、接着剤注入凹部２５及び位置調整段部２６を、支持筒２０側における１
セットの組付部とすると、レンズ保持枠１０と支持筒２０には、同じ形態の組付部が周方
向に等間隔で３セットずつ設けられている。よって、支持筒２０に対するレンズ保持枠１
０の光軸方向位置調整のために上記の第１、第２、第３の組付角度（指標凸部１７の嵌合
対象を第１指標凹部２４ａ、第２指標凹部２４ｂ、第３指標凹部２４ｃのいずれにするか
）を選択するとき、それぞれの組付角度でさらに３つの異なる周方向位相を選択すること
ができる。設計上は、この３つのうちいずれの周方向位相を選んでも光学性能は共通であ
るが、部品の製造誤差を考慮して、組み付け段階で最適な光学性能が得られる周方向位相
を選択することができる。つまり、組付部を１セットだけ備える形態に比して、より精密
な位置調整が可能となる。レンズ保持枠１０と支持筒２０の間で３セットの組付部をどの
ような周方向位相で組み合わせるかは、個々の製品ごとに決めてもよいが、特定のロット
で共通の組付位置を選択するのが実際的である。その場合に、３つの指標凸部１７のうち
１つに設けた位相識別マーク１７ａを参照することによって、３つの周方向位相のうちい
ずれを選択しているかを識別することができる。
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【００３２】
　図５及び図６に示すように、レンズ保持枠１０と支持筒２０の間に設けられる選択調整
部（位置決め凸部１９及び位置調整段部２６）と、選択嵌合指標部（指標凸部１７及び指
標凹部群２４）と、接着固定部（接着片部１８及び接着剤注入凹部２５）は、光軸Ｏを中
心とする略同一円周上に配置されている。この配置はスペース効率に優れると共に、支持
筒２０に対するレンズ保持枠１０の支持安定性の向上にも寄与する。
【００３３】
　以上、図示実施形態に基づき説明したが、本発明はこの実施形態に限定されるものでは
ない。例えば、図示実施形態では、レンズ保持枠１０の外径フランジ１３と支持筒２０の
内径フランジ２２にそれぞれ選択調整部（位置決め凸部１９及び位置調整段部２６）と選
択嵌合指標部（指標凸部１７及び指標凹部群２４）と接着固定部（接着片部１８及び接着
剤注入凹部２５）を形成しているが、これらの要素をフランジ以外の位置（例えば環状部
材や筒状部材の対向端面）に形成することもできる。
【００３４】
　また、図示実施形態とは逆に、指標凹部群２４と位置調整段部２６のような凹状部をレ
ンズ保持枠１０側（例えば外径フランジ１３の後面１５）に形成し、指標凸部１７と位置
決め凸部１９のような突出部を支持筒２０側（例えば内径フランジ２２の前面）に形成す
ることも可能である。この場合、接着剤注入凹部２５と接着片部１８に相当する接着固定
部の配置（凹凸関係）も、レンズ保持枠１０側と支持筒２０側で逆にすることが可能であ
る。しかし、液垂れした接着剤がレンズ群ＬＧに付着するリスクを避けるため、接着固定
部については図示実施形態の通り、支持筒２０側に凹部（接着剤注入凹部２５）を形成し
、該凹部に進入可能な接片部（接着片部１８）をレンズ保持枠１０側に形成するという関
係が望ましい。
【００３５】
　さらに、図示実施形態では、指標凸部１７と位置決め凸部１９をレンズ保持枠１０側に
設け、指標凹部群２４と位置調整段部２６を支持筒２０側に設けているが、レンズ保持枠
１０と支持筒２０における選択調整部と選択嵌合指標部の配置関係は、これに限定されな
い。例えば、位置決め凸部１９をレンズ保持枠１０に形成する一方で、指標凸部１７に相
当する部位を支持筒２０側に設け（具体的には内径フランジ２２の内径方向に突出する凸
部として形成し）、位置調整段部２６を支持筒２０に形成する一方で、指標凹部群２４に
相当する部位をレンズ保持枠１０側に設ける（具体的には外径フランジ１３の外周面から
内径方向に向く複数の凹部として形成する）態様にすることも可能である。逆に、指標凸
部１７をレンズ保持枠１０に形成する一方で、位置決め凸部１９に相当する部位を支持筒
２０側に設け（具体的には内径フランジ２２から光軸方向前方に突出する凸部として形成
し）、指標凹部群２４を支持筒２０に形成する一方で、位置調整段部２６に相当する部位
をレンズ保持枠１０側に設ける（具体的には外径フランジ１３の後面１５上の複数の段差
面として形成する）態様にすることも可能である。
【００３６】
　また、実施形態では、支持筒２０に対するレンズ保持枠１０の光軸方向位置調整を３段
階としたが、２段階の調整にとどめることや、４段階以上の調整を行わせることもできる
。具体的には、指標凹部群２４における指標凹部の数と、位置調整段部２６における位置
決め面の数を、互いの数的関係を保ちつつ変化させることで、調整段数を異ならせること
ができる。
【００３７】
　また、実施形態では、選択調整部（位置決め凸部１９及び位置調整段部２６）と選択嵌
合指標部（指標凸部１７及び指標凹部群２４）と接着固定部（接着片部１８及び接着剤注
入凹部２５）をそれぞれ３つ（３セット）備えているが、これらの数も任意に設定可能で
ある。支持筒２０に対するレンズ保持枠１０の支持安定性とスペース効率との両立という
観点では、実施形態のように周方向位置の異なる３箇所で位置決めすることが好ましいが
、２箇所以下、あるいは４箇所以上の数で位置決めすることも可能である。
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【００３８】
　また、本発明は調整されるレンズ（群）の具体的形態を問うものではない。実施形態で
は、第１レンズＬ１と第２レンズＬ２からなるレンズ群ＬＧを調整の対象としているが、
単レンズ、あるいは３枚以上のレンズからなるレンズ群を調整対象としてもよい。
【符号の説明】
【００３９】
ＬＧ　レンズ群
Ｌ１　第１レンズ
Ｌ２　第２レンズ
１０　レンズ保持枠
１２　保持環部
１３　外径フランジ
１７　指標凸部（選択嵌合指標部）
１７ａ　位相識別マーク
１８　接着片部（接着固定部）
１９　位置決め凸部（選択調整部、当接部）
２０　支持筒
２１　筒状部
２２　内径フランジ
２３　円形開口
２４　指標凹部群（選択嵌合指標部）
２４ａ　第１指標凹部
２４ｂ　第２指標凹部
２４ｃ　第３指標凹部
２５　接着剤注入凹部（接着固定部）
２６　位置調整段部（選択調整部）
２６ａ　後方位置決め面
２６ｂ　中間位置決め面
２６ｃ　前方位置決め面
２７　２８　選択識別マーク
３０　接着剤
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